
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 裏面もご覧ください － 

 

令和５年３月13日から新型コロナウイルス感染症対策と

してのマスクの着用は「個人の判断に委ねることが基本」と

なります。 

お問い合わせ先：岩手町新型コロナウイルス感染症対策本部  
℡:６２-２１１１（内線５１９） 

マスク着用の考え方の見直し等について 

 マスク着用の考え方が見直された後も、引き続き「三つの

密（密閉、密集、密接）の回避」、「人と人との距離の確保」、

「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行をお願いします。 

見直し後もマスク着用が効果的な場面（※）では、マスク

の着用を推奨します。 

※ 具体的な場面は、裏面をご覧ください。 

役場でも感染対策に配慮した上で、職員がマスクを外して応対さ

せていただく場合がありますので、ご理解くださいますようお願い

いたします。 

県内でインフルエンザが本格的な流行状態に入り、令和５年

2月22日付けで流行警報が発令されています。 

県央保健所管内でも感染が拡大傾向にあるため、引き続き、

手洗い・咳エチケットを励行するなど感染予防対策の徹底をお

願いします。 

インフルエンザ流行警報発令中！ 



  

 

 


